
 
 

 

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

 

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
事
項
に
留
意
し
、
そ
の
運
用
等
に
つ
い
て
遺
漏
な
き
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。 

一 

ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
を
公
示
す
る
際
に
満
た
す
べ
き
要
件
に
つ
い
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
分
科
会

が
提
言
し
た
ス
テ
ー
ジ
Ⅰ
か
ら
Ⅳ
、
六
つ
の
指
標
及
び
目
安
と
の
関
係
な
ど
を
含
め
、
あ
ら
か
じ
め
客
観
的
な
基
準
を
示
す

こ
と
。 

二 

ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
の
公
示
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
学
識
経
験
者
の
意
見
を
聴
い
た
上
で
行
う
こ
と
と
し
、
国

会
へ
そ
の
旨
及
び
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
速
や
か
に
報
告
す
る
こ
と
。
ま
た
、
ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
の
公
示
期
間
の
延

長
、
区
域
変
更
、
又
は
解
除
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
こ
と
。 

三 

ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
の
公
示
又
は
緊
急
事
態
宣
言
（
以
下
「
緊
急
事
態
宣
言
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
都
道
府

県
知
事
か
ら
の
要
請
を
受
け
た
場
合
は
、
当
該
要
請
を
最
大
限
尊
重
し
、
速
や
か
に
検
討
す
る
と
と
も
に
、
要
請
に
応
じ
な

い
場
合
は
、
当
該
要
請
を
行
っ
た
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
示
す
こ
と
。
ま
た
、
緊
急
事
態
宣
言

等
の
延
長
、
区
域
変
更
、
又
は
解
除
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
こ
と
。 



四 

ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
緊
急
事
態
措
置
以
上
に
、
国
民
の
自
由
と
権
利
の
制
限
は
必
要
最
小

限
の
も
の
と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
「
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
」
と
は
、
主
と
し
て
営
業
時
間
の
変
更
及
び

み
だ
り
に
出
入
り
し
な
い
こ
と
の
要
請
で
あ
り
、
営
業
時
間
の
変
更
を
超
え
た
休
業
要
請
、
イ
ベ
ン
ト
な
ど
に
よ
る
施
設
の

使
用
停
止
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
以
下
「
特
措
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
五
条
第
一
項
と
同
様
の

全
面
的
な
外
出
自
粛
要
請
等
を
含
め
な
い
こ
と
。 

五 

ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
に
お
い
て
は
、
国
民
の
自
由
と
権
利
の
制
限
は
必
要
最
小
限
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
緊
急
事

態
措
置
に
お
け
る
場
合
よ
り
一
層
配
慮
す
る
こ
と
。
ま
た
、
適
用
で
き
な
い
「
正
当
な
理
由
」
が
認
め
ら
れ
る
場
合
を
、
具

体
的
な
ケ
ー
ス
を
含
め
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
明
確
に
示
す
こ
と
。 

六 

緊
急
事
態
措
置
に
お
け
る
命
令
及
び
過
料
を
適
用
で
き
な
い
「
正
当
な
理
由
」
が
認
め
ら
れ
る
場
合
を
、
具
体
的
な
ケ
ー

ス
を
含
め
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
明
確
に
示
す
こ
と
。 

七 

ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
又
は
緊
急
事
態
措
置
（
以
下
「
緊
急
事
態
措
置
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
要
請
・
命
令
の
公
表

は
、
感
染
拡
大
防
止
の
観
点
か
ら
逆
効
果
に
な
っ
た
り
、
誹
謗
中
傷
行
為
等
が
起
き
た
り
し
な
い
よ
う
、
そ
の
影
響
に
配
慮

す
る
こ
と
。 



八 

緊
急
事
態
措
置
等
に
係
る
立
入
検
査
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
原
則
と
し
て
立
入
先
の
同
意
を
得
て
行
う
こ
と
と
し
、
同

意
が
得
ら
れ
な
い
場
合
も
物
理
力
の
行
使
等
は
行
わ
な
い
こ
と
。 

九 

罰
則
・
過
料
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
、
国
民
の
自
由
と
権
利
が
不
当
に
侵
害
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
慎
重
に
運
用
す

る
こ
と
。
さ
ら
に
、
不
服
申
立
て
そ
の
他
救
済
の
権
利
を
保
障
す
る
こ
と
。 

十 

入
院
拒
否
等
に
対
す
る
過
料
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
現
場
で
円
滑
に
運
用
が
な
さ
れ
る
よ
う
、
そ
の
手
順
な
ど
を
分
か
り

や
す
く
示
す
と
と
も
に
、
適
用
に
つ
い
て
の
具
体
例
な
ど
、
適
用
の
適
否
の
判
断
材
料
を
で
き
る
限
り
明
確
に
示
す
こ
と
。

ま
た
、
宿
泊
施
設
や
居
宅
の
場
合
も
含
め
、
本
人
、
そ
の
子
供
や
高
齢
者
な
ど
の
生
活
維
持
に
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
必
要

な
対
応
を
行
う
こ
と
。 

十
一 

積
極
的
疫
学
調
査
の
拒
否
等
に
対
す
る
過
料
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
Ｐ
Ｃ
Ｒ
等
の
検
査
拒
否
に
つ
な
が
る
お
そ
れ
や
保

健
所
の
対
応
能
力
も
踏
ま
え
、
慎
重
に
行
う
こ
と
と
し
、
現
場
で
円
滑
に
運
用
が
な
さ
れ
る
よ
う
、
そ
の
手
順
な
ど
を
分
か

り
や
す
く
示
す
と
と
も
に
、適
用
に
つ
い
て
の
具
体
例
な
ど
、
適
用
の
適
否
の
判
断
材
料
を
で
き
る
限
り
明
確
に
示
す
こ
と
。 

十
二 

国
及
び
地
方
自
治
体
は
、
か
つ
て
ハ
ン
セ
ン
病
や
後
天
性
免
疫
不
全
症
候
群
等
の
患
者
等
に
対
す
る
い
わ
れ
な
き
差
別

や
偏
見
が
存
在
し
た
こ
と
を
重
く
受
け
止
め
、
国
民
は
何
人
に
対
し
て
も
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
等
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い



こ
と
を
明
確
に
し
、
悪
質
な
差
別
的
取
扱
い
等
を
行
っ
た
者
に
は
法
的
責
任
が
問
わ
れ
得
る
こ
と
等
も
含
め
て
周
知
す
る
と

と
も
に
、
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
等
を
受
け
た
者
に
対
す
る
相
談
支
援
体
制
の
整
備
な
ど
、
万
全
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

十
三 

特
措
法
第
六
十
三
条
の
二
に
基
づ
く
「
必
要
な
財
政
上
の
措
置
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
」
は
、
同
法
第
二
十
四
条
第
九

項
、
ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
及
び
緊
急
事
態
措
置
に
係
る
要
請
に
応
じ
た
事
業
者
に
対
し
て
は
、
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
要
請
に
伴
う
支
援
に
つ
い
て
は
、
要
請
に
応
じ
た
こ
と
、
要
請
に
よ
る
経
営
へ
の
影
響
の
度
合
い
等
を
勘

案
し
、
公
平
性
の
観
点
や
円
滑
な
執
行
等
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
配
慮
し
、
要
請
に
十
分
な
理
解
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た

め
、
必
要
な
支
援
と
な
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

十
四 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
に
よ
り
所
得
が
減
少
し
て
い
る
国
民
及
び
協
力
事
業
者
以
外
も
含
め
た
事

業
者
に
対
し
、
生
活
及
び
事
業
継
続
等
が
可
能
と
な
る
よ
う
万
全
の
財
政
・
金
融
政
策
を
講
ず
る
こ
と
。 

十
五 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
に
伴
う
自
殺
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
地
方
自
治
体
と
連
携
し
、
自

殺
の
原
因
と
な
り
得
る
事
由
に
対
応
し
た
効
果
的
な
対
策
を
講
ず
る
こ
と
。 

十
六 

国
及
び
都
道
府
県
は
、
感
染
者
の
た
め
の
病
床
等
を
確
保
す
る
た
め
、
地
方
自
治
体
及
び
医
療
機
関
等
と
の
連
携
や
協

力
に
応
じ
る
医
療
機
関
へ
の
費
用
、
収
入
等
経
営
状
況
を
踏
ま
え
た
財
政
的
な
支
援
な
ど
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
ま



た
、
都
道
府
県
知
事
が
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
並
び
に
特
措
法
第
二
十
四
条
及

び
第
三
十
一
条
に
基
づ
き
必
要
な
要
請
等
を
行
え
る
も
の
と
解
釈
す
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
正
当
な
理
由
が
な
く
勧
告
に
従
わ

な
い
場
合
の
医
療
関
係
者
等
の
公
表
は
、
医
療
機
関
等
の
事
情
も
考
慮
し
、
慎
重
に
行
う
こ
と
。 

十
七 

国
、
都
道
府
県
、
保
健
所
設
置
市
等
の
間
の
情
報
連
携
の
強
化
に
当
た
っ
て
は
、
患
者
等
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
侵
害
さ

れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
個
人
情
報
の
利
用
及
び
関
係
者
に
よ
る
閲
覧
を
必
要
最
小
限
と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
者
等
情
報
把
握
・
管
理
支
援
シ
ス
テ
ム
（
Ｈ
Ｅ
Ｒ―

Ｓ
Ｙ
Ｓ
）
の
入
力
作
業
の
効
率
化
に
向
け
た
シ
ス
テ
ム

更
改
等
、
負
担
軽
減
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

十
八 

医
療
機
関
、
介
護
施
設
、
障
害
者
支
援
施
設
等
の
職
員
等
に
対
す
る
検
査
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル

ワ
ー
カ
ー
を
含
め
社
会
経
済
活
動
の
た
め
の
検
査
が
受
け
や
す
く
な
る
よ
う
、
検
査
体
制
の
強
化
に
努
め
る
と
と
も
に
環
境

整
備
を
進
め
る
こ
と
。 

十
九 

約
二
週
間
ご
と
に
変
異
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
対
し
て
、
現
在
流
行
し
て
い
る
変
異
株
を
把
握
し
対
処
す
る
た

め
、
ゲ
ノ
ム
分
子
疫
学
調
査
（
全
ゲ
ノ
ム
シ
ー
ク
エ
ン
ス
）
の
実
施
頻
度
を
高
め
、
速
や
か
に
公
表
す
る
こ
と
。
ま
た
、
我

が
国
に
お
け
る
対
策
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
変
異
株
の
更
な
る
市
中
感
染
拡
大
を
防
止
す



る
た
め
、
遺
伝
子
解
析
等
を
実
施
す
る
検
体
数
の
増
加
、
変
異
株
を
特
定
で
き
る
技
術
の
確
立
と
普
及
の
促
進
等
、
変
異
株

の
感
染
拡
大
防
止
に
万
全
を
期
す
こ
と
。
さ
ら
に
、
検
疫
官
増
員
、
検
査
機
器
充
実
等
の
体
制
強
化
、
感
染
防
止
対
策
が
施

さ
れ
た
移
動
手
段
の
拡
充
の
支
援
等
水
際
対
策
を
徹
底
す
る
こ
と
。 

二
十 

感
染
症
研
究
に
係
る
国
の
機
関
の
人
員
及
び
予
算
の
十
分
な
確
保
を
含
め
、
そ
の
体
制
を
強
化
す
る
こ
と
。
ま
た
、
地

方
衛
生
研
究
所
に
つ
い
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
に
お
け
る
位
置
付
け
を
明
確
化
し
、
国
立
感
染
症
研
究

所
及
び
保
健
所
と
の
連
携
を
強
化
す
る
こ
と
。 

二
十
一 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
係
る
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
迅
速
か
つ
円
滑
に
実
施
で
き
る
よ
う
、
副
反
応
情
報
、
審
議
会
の

議
事
録
の
速
や
か
な
公
表
な
ど
安
全
性
及
び
有
効
性
そ
の
他
の
接
種
の
判
断
に
必
要
な
情
報
を
徹
底
し
て
公
表
す
る
と
と
も

に
、
住
民
票
の
住
所
地
以
外
に
住
む
者
（
例
え
ば
、
単
身
赴
任
者
や
学
生
等
）
が
当
該
地
域
で
も
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
で
き
る

よ
う
に
す
る
こ
と
。
ま
た
、
地
方
自
治
体
の
接
種
体
制
整
備
に
対
し
人
材
や
財
政
措
置
を
含
む
国
に
よ
る
最
大
限
の
支
援
を

行
う
こ
と
。 

二
十
二 

ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
等
に
よ
り
、
地
方
自
治
体
に
お
い
て
も
行
動
計
画
の
見
直
し
等
の
対

応
が
必
要
と
な
る
こ
と
か
ら
、
特
措
法
の
運
用
指
針
等
を
速
や
か
に
定
め
、
公
表
す
る
と
と
も
に
、
運
用
・
解
釈
に
関
す
る



地
方
自
治
体
か
ら
の
質
問
に
対
し
て
迅
速
か
つ
誠
実
に
回
答
す
る
こ
と
。 

二
十
三 

国
及
び
都
道
府
県
は
、
こ
れ
ま
で
の
検
査
、
保
健
所
、
医
療
提
供
体
制
の
問
題
点
を
検
証
の
上
、
今
後
の
計
画
的
な

整
備
を
図
る
こ
と
。 

二
十
四 

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
感
染
拡
大
に
伴
う
諸
課
題
の
共
有
・
解
決
に
向
け
、
与
野
党
に
対
し
て
必
要
な
情
報
提

供
を
適
時
、
適
切
に
行
う
と
と
も
に
、
与
野
党
の
意
見
を
尊
重
し
て
感
染
症
対
策
の
実
施
に
当
た
る
こ
と
。 

二
十
五 

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
感
染
拡
大
に
よ
り
緊
急
事
態
宣
言
等
の
決
定
に
至
り
得
る
場
合
に
お
い
て
は
、
会
議
録

等
の
経
過
記
録
及
び
科
学
的
根
拠
と
な
る
デ
ー
タ
の
保
存
に
万
全
を
期
し
、
国
民
へ
の
説
明
責
任
を
果
た
す
と
と
も
に
、
海

外
の
関
係
機
関
と
の
情
報
共
有
を
行
い
、
今
後
の
感
染
症
対
策
の
た
め
に
活
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

二
十
六 

令
和
二
年
五
月
の
緊
急
事
態
解
除
宣
言
の
時
期
の
妥
当
性
な
ど
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
に
関

す
る
政
府
の
こ
れ
ま
で
の
対
応
に
つ
い
て
、
今
後
の
政
府
の
対
応
に
活
用
す
る
た
め
に
、
第
三
者
的
立
場
か
ら
、
客
観
的
、

科
学
的
に
検
証
し
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
こ
と
。 

二
十
七 

今
次
法
改
正
の
実
施
状
況
を
検
証
す
る
と
と
も
に
、
前
項
の
検
証
結
果
も
合
わ
せ
、
法
制
度
面
も
含
め
必
要
な
見
直

し
を
行
う
こ
と
。 


